１０４４
休日・休暇規程


第１章　　総　　　則

（目　　的）
第１条　　この規程は、再雇用社員就業規則第34条に基づき再雇用社員の休日及び休暇について定めたものである。

（休日・休暇の期間）
第２条　　この規程に定める休日および休暇は、暦日上の１日とする。


第１章　　休　　　日

（休　　日）
第３条　　休日は、 1月 1日から12月31日までを年度とし、毎年度休日数が次のとおりとなるように事前に休日を指定する。
	常 昼 勤 務 者
	   １１９日

	交 替 勤 務 者
	     ９６日


②　前項の休日については、労働時間が１か月を平均して週40時間以内となるようカレンダーにより定め、カレンダーは 12月16日までに配布し周知する。
　　　
（休日の変更）
第４条　　前条で指定した休日は、業務の都合で他の日に変更することがある。
②　前項により休日を変更する場合は、原則としてその休日の３日前の終業時限までに本人に通知する。

（代　　休）
第５条　　休日に勤務したときは、原則として代休を与える。ただし、その勤務が６時間に満たないときは、原則として代休を与えない。
②　代休は原則として、その休日勤務の日から１か月以内に与える。


第２章　　休　　　暇

（休　　暇）
第６条　　休暇は次のとおりとする。
1.　年次有給休暇
2.　生理休暇（Ｍ休暇）
3.　産前産後休暇
4.　出産育児休暇
5.　結婚休暇
6.　忌服休暇
7.　子の看護等休暇
8.　介護休暇
9.　リスタート休暇

（年次有給休暇）
第７条　　年次有給休暇は、7月 1日から翌年 6月30日までを年度とし、前年度の所定就業日数の出勤率が８割以上の者に、20日間を分割または継続して与える。ただし、勤続年数が６年に満たない者については下表により付与する。
	勤続年数
	1
	2
	3
	4
	 5年以上

	付与日数
	12
	14
	16
	18
	 20


②　業務外傷病による欠勤より復帰した者の当年の年次有給休暇が、前項の発生日数がなく、かつ前年度からの繰越日数がない場合は、復帰の時期により次の日数を付与する。
	復帰した月
	４
	５
	６
	７
	８
	９
	10
	11
	12
	１
	２
	３

	付与日数
	４
	３
	２
	11
	11
	10
	10
	10
	10
	10
	６
	５


③　業務外傷病による欠勤より復帰した者の翌年度の年次有給休暇が、第１項の発生日数がなく、かつ前年度からの繰越日数が10日に満たない場合は、その差の日数をその年度の休暇として付与する。
④　年度において発生した年次有給休暇は、翌年度に限り繰り越すことができる。
⑤　定年退職までに未消化の年次有給休暇は、再雇用契約後も翌年度に限り繰り越すことができる。

（年次有給休暇の取得方法）
第８条　　前条の年次有給休暇は、従業員があらかじめ請求する時季に取得させる。ただし、会社の事業運営に支障をきたすおそれがあるときは、会社はその請求期日を変更することがある。また、年次有給休暇５日を超える部分については、あらかじめ会社が期日を指定する場合がある。
②　年次有給休暇は、半日（常昼勤務者は午前又は午後、交代勤務者は１勤及び２勤時の４時間）の取得ができる。
③　前条により年次有給休暇が10日以上与えられた従業員に対しては、第１項の規程にかかわらず、付与日から１年以内に、当該従業員の有する年次有給休暇のうち５日について、会社が従業員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、従業員が第１項及び第２項に基づき年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を５日から控除するものとする。

（年次有給休暇の一斉実施）
第８条の２　年次有給休暇のうち、毎年1月1日から12月31日までの1年間で、年間3日を限度として一斉に実施する。
②　実施日については、前年8月31日までに労使協議のうえ指定する。
③　年次有給休暇の一斉実施は、一斉実施日における全常昼勤務者を対象とする。　　　　　ただし、実施日において次のいずれかに該当する者は適用から除外する。
1.　労働協約第37条（休職）第1項に定めるところにより休職中の者
2.　業務災害、通勤災害及び私傷病により欠勤中の者
3.　産前・産後休暇中の者
4.　表彰・懲戒規程第7条（減給・出勤停止）により出勤停止中の者
5.　一斉実施日に業務の都合によりやむを得ず出勤しなければならない者
6.　労働協約第48条（勤務の義務）第1項第5号により欠勤し、一斉実施日に年次有給休暇を有していない者
④　前項第5号により出勤する場合、所属長は原則一斉実施日の2週間前までに該当者を総務課長に申し出て、承認を得なければならない。

（その他の休暇）
第９条　　年次有給休暇以外の休暇は、従業員の申請に基づいて別表１により与える。

（休暇日数の計算方法）
第10条　　この章に定める休暇（年次有給休暇・子の看護等休暇・介護休暇を除く）で特段の指定がないものは、休暇事由の発生日より起算する（休日または休暇は通算しない）。ただし、所定就業時間の終業時刻以後に休暇事由が発生したときは、その翌日より起算する。
②　休暇事由が発生した日､または休暇中に勤務を命じたときは､その日数を勤務が終った翌日から休暇として与える。

（休暇の手続）
第11条　　この章に定める休暇をとるときは、あらかじめ休暇事由（年次有給休暇・緊急な子の看護等休暇を除く）及び休暇期間について会社に届け出なければならない。
②　前項の規程にかかわらず年次有給休暇については、会社が認めた場合、業務外傷病によって欠勤した日に振替えることができる。
③　産前産後休暇及び介護休暇を実施する場合は、原則として事実を証明する書類を申請書に添付しなければならない。また、子の看護等休暇を実施する場合は、必要に応じて事実を証明する書類等の提出を求めることがある。


付　　則

第１条　　この規程は、2006年４月１日から施行する。

（一部改正の沿革）
　　　　　2007年 3月16日
　　　　　2008年11月16日
　　　　　2009年 3月16日
　　　　　2011年 3月16日
　　　　　2015年 3月16日
　　　　　2017年 3月16日
　　　　　2019年 3月16日
　　　　　2020年 1月 1日
　　　　　2023年 3月16日
　　　　　2025年 3月16日
































別紙１
	名　称
	条　件
	日　数
	摘　要

	生理休暇（Ｍ休暇）
	生理のため就業が著しく困難とみとめられる時
	必要期間
	

	産前産後休暇
	６週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内に出産予定の女子が請求したとき
	出産当日まで
	事実を証明する書類（医師の診断書等）の提出を求める。

	
	出産したとき
（死産を含む）
	産後８週間
	

	
	流産したとき
（人工流産を含む）
	医師の診断によって治療を要すると認められる期間
	

	出産育児休暇
	妻の出産（死産を含む）、または育児を行う申請をしたとき
	４日
	出産当日を含み、子の出生から8週間以内に１回のみ分割して与える。

	結婚休暇
	本人が結婚するとき
	５日
	

	
	子女が結婚するとき
	１日
	

	忌服休暇
	配偶者の死亡のとき
	７日
	内縁関係にあるものを含む。

	
	子の死亡のとき
	７日
	養子を含む。

	
	父母の死亡のとき
	７日
	養父母・継父母及び同居している配偶者の父母を含む。

	
	兄弟姉妹死亡のとき
	３日
	

	
	配偶者の父母死亡のとき
	３日
	配偶者が養子のときは、養父母に限る。

	
	子女の配偶者の死亡のとき
	２日
	

	
	伯叔父母の死亡のとき
	１日
	

	
	兄弟姉妹の配偶者の死亡のとき
	１日
	

	
	配偶者の兄弟姉妹の死亡のとき
	１日
	

	
	上記以外の２親等者死亡のとき
	１日
	本人が参列する場合に限る。

	子の看護等休暇
	子の看護等を行うとき
　子が１人のとき

　子が２人以上のとき
	
５日
(40時間)
１０日
(80時間)
	①「子」とは、小学校３年生修了までの子をいう。
②「看護等」とは、次に定める当該子の世話等のことをいう。
1. 負傷、疾病にかかった当該子の世話
2. 当該子に予防接種または健康診断を受けさせること
3. 感染症に伴う学級閉鎖等になった当該子の世話
4. 当該子の入園式・卒園式・入学式への参加
③毎年7月1日から翌年6月30日までの間に分割または継続して与える。
④時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続（交替勤務者は１勤時の前半又は後半の４時間以内及び２勤時前半の４時間以内で連続）して取得することができる。
⑤事実を証明する書類等の提出を求めることがある。

	介護休暇
	要介護状態にある家族を介護するとき
　被介護者が１人のとき

　被介護者が２人以上のとき
	

５日
(40時間)
１０日
(80時間)
	①「要介護状態にある家族」とは育児・介護休業に関する規程第6条第3項に定める家族をいう。
②毎年7月1日から翌年6月30日までの間に分割または継続して与える。
③時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続（交替勤務者は１勤時の前半又は後半の４時間以内及び２勤時前半の４時間以内で連続）して取得することができる。
④原則として介護の必要性を証明する書類の提出を求める。

	リスタート休暇
	再雇用を開始したとき
	３日
	再雇用開始日から2か月以内に継続して与える。
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